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家賃及び駐車場使用料の日割計算について

このことについては、以前から「乗除の順序を変えることにより計算結果に

１円の差が生ずる場合がある 」との指摘があり、他事例の情報収集などを進。

めていたところですが、出納局総務課指導係との打合せの中で次のような説明

がありましたのでお知らせいたします。

なお、家賃等については特別なルールを定めていないことから、先乗後除で

計算することになりますので、今後の事務処理に留意願います。

記

日割計算などの計算の順序は 「加減乗除」という計算上の法則で行えば足、

りるのであって、会計ルール上でどうするのかというような問題ではない。

、 、ただし 「端数処理した日額を算出したうえで、それに日数を掛ける」など

端数計算と絡めた特別なルールを定めている場合には、それに従うことになる。

【参考 （差が生ずる場合の計算事例）】

① １３,３００円 × ２１日 ＝ ２７９,３００円
（家賃月額） （入居日数）

２７９,３００円 ÷ ３０日 ＝ ９,３１０円
（月の日数）

② １３,３００円 ÷ ３０日 ＝ ４４３.3333…円
（家賃月額） （月の日数）

４４３.3333…円 × ２１日 ＝ ９,３０９.9999…円
（入居日数）

（１円未満切捨て）≒ ９,３０９円


